
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 運 営 方 針 会 議 規 程 等 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

国立大学法人京都大学運営方針会議規程 

（令和６年達示第５７号） 

 
（前 略） 

（雑則） 

第１２条 運営方針会議に関する事務は、総務部

総務課において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学役員会規程 

（平成１６年達示第２号） 

 
（前 略） 

（雑則） 

第１０条 役員会に関する事務は、総務部総務課

において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学経営協議会規程 

（平成１６年達示第３号） 

 
（前 略） 

（雑則） 

第１１条 経営協議会に関する事務は、総務部総

務課において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学教育研究評議会規

程 

（平成１６年達示第４号） 

 
（前 略） 

（雑則） 

第１１条 教育研究評議会に関する事務は、総務

部総務課において処理する。 

（後 略） 
 
 

 
 
 
 

（雑則） 

第１２条 運営方針会議に関する事務は、総長オ

フィスにおいて処理する。 

 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 
 
 
 

（雑則） 

第１０条 役員会に関する事務は、総長オフィス

において処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 

（雑則） 

第１１条 経営協議会に関する事務は、総長オフ

ィスにおいて処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 

（雑則） 

第１１条 教育研究評議会に関する事務は、総長

オフィスにおいて処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



 
 

改    正    前 改    正    後 

 
 

京都大学企画委員会規程 

（平成１６年達示第６４号） 

 
（前 略） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 

(1) 企画担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2) 研究科長 ５名 

(3) 研究所長又はセンター長 １名 

(4) 企画部長 

(5) その他総長が必要と認める者 若干名 
（中 略） 

第８条 委員会に関する事務は、企画部企画課に

おいて処理する。 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学財務委員会規程 

（平成１６年達示第６６号） 

 
（前 略） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 

(1) 財務担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2) 渉外（基金・同窓会）担当の理事 

(3) 研究科長 ５名 

(4) 研究所長又はセンター長 １名 

(5) 医学部附属病院長 

(6) 財務部長 

(7) その他総長が必要と認める者 若干名 
２ 前項第３号、第４号及び第７号の委員は、総

長が委嘱する。 
３ 第１項第３号、第４号及び第７号の委員の任

期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担

当理事の任期の終期を超えないものとする。 
４ 第１項の規定にかかわらず、第１条第１号に

掲げる事項について審議を行うときは、必要に

応じて、第１項第３号、第４号又は第７号の委

員の数を増すことができる。 
５ （略） 

（中 略） 
第５条 委員会に必要に応じて専門委員会を置

くことができる。 

 
 
 
 
 
 
第２条 

 

(1) 

(2)  

(3)  

(4) プロボストオフィス長 

(5)    （同 左） 
 
第８条 委員会に関する事務は、プロボストオフ

ィスにおいて処理する。 
 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第２条  

 

(1) 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

 

(6)   （同 左） 
２ 前項第３号、第４号及び第６号の委員は、総

長が委嘱する。 
３ 第１項第３号、第４号及び第６号の委員の任

期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担

当理事の任期の終期を超えないものとする。 
４ 第１項の規定にかかわらず、第１条第１号に

掲げる事項について審議を行うときは、必要に

応じて、第１項第３号、第４号又は第６号の委

員の数を増すことができる。 
５    （同 左） 
 
第５条  （同 左） 
 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 

２ 専門委員会は、委員会が行う第１条各号に掲

げる事項の審議に関し、必要な専門的事項を調

査及び審議する。 
３ 専門委員会には、必要に応じて第２条第１項

の委員以外の者を、その委員として加えること

ができる。 
４ 専門委員会の委員は、担当理事が委嘱する。 
５ 専門委員会に委員長を置き、担当理事をもっ

て充てる。 
６ 前５項に定めるもののほか、専門委員会の組

織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定め

る。 
 （中 略） 
第８条 委員会に関する事務は、財務部財務課に

おいて処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学大学評価委員会規程 

（平成１３年達示第２５号） 

 
（前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 
(1) 評価担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2) 総長が指名する理事又は副学長 若干名 

(3) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書

館、医学部附属病院又は各センター等（国立

大学法人京都大学の組織に関する規程（平成

１６年達示第１号。以下この号において「組

織規程」という。）第３章第７節及び第８節

並びに第９節から第１１節まで（第４７条第

１項に定める組織のうち図書館機構を除

く。）に定める施設等をいう。）をいい、組

織規程第５６条第１項の部局事務部等を含

む。）の教職員 ２０名以内 
(4) 企画部長 

(5) その他総長が必要と認める者 若干名 

２・３ （略） 

（中 略） 
第８条 委員会及び実行委員会の庶務は、企画部

企画課において処理する。 
 
 （後 略） 
 
 

２  
 
 
３  
 
 
４  
５  
 
６ 前各項に定めるもののほか、専門委員会の組

織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定め

る。 
 
第８条 委員会に関する事務は、CFO オフィスに

おいて処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第３条  
 

(1)  

(2)  

(3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4) インスティテューショナル・リサーチ室長 

(5)  

２・３  

 
第８条 委員会及び実行委員会の庶務は、インス

ティテューショナル・リサーチ室において処理

する。 
 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 

 
 

京都大学広報委員会規程 

（平成１３年達示第１７号） 

 
（前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 

(1) 広報担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2) 研究科の教授又は准教授 若干名 

(3) 研究所の教授又は准教授 若干名 

(4) センターの教授又は准教授 若干名 

(5) 渉外・産官学連携部長 

(6) 渉外・産官学連携部広報課長 

(7) その他総長が必要と認める者 若干名 
２ 前項第２号から第４号まで及び第７号の委

員は、総長が委嘱する。 
３ 第１項第２号から第４号まで及び第７号の

委員の任期は、２年の範囲内で総長が定める 
４ 第１項第２号から第４号まで及び第７号の

委員は、再任されることがある 
（中 略） 

第７条 委員会に関する庶務は、渉外・産官学連

携部広報課において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学環境安全保健委員会規程 

（平成１６年達示第６７号） 

 
（前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 

(1) 人事担当の理事、学生担当の理事及び環境

担当の理事 

(2) 環境安全保健機構長（以下「機構長」とい

う。） 

(3) 環境安全保健機構副機構長 

(4) 研究科長 若干名 

(5) 研究所長 若干名 

(6) 医学部附属病院長 

(7) 環境安全保健機構各部門長 

(8) 人事部長、施設部長及び教育推進・学生支

援部長 

(9) その他機構長が必要と認める者 若干名 

 
 
 
 
 
 
第３条  

 

(1)  
(2)  
(3)  

(4)   （同 左） 

(5) 広報室長 
 

(6)   （同 左） 

２ 前項第２号から第４号まで及び第６号の委

員は、総長が委嘱する。 
３ 第１項第２号から第４号まで及び第６号の

委員の任期は、２年の範囲内で総長が定める 
４ 第１項第２号から第４号まで及び第６号の

委員は、再任されることがある 
 
第７条 委員会に関する庶務は、広報室において

処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 

 

第３条  

 

(1)  

 

(2)  

 

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8) 学務部長、人事部長及び施設部長 
 

(9)  

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 

２・３ （略） 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学学生生活委員会規程 

（昭和２７年達示第１０号） 

 
（前 略） 

第６条 委員会に関する事務は、教育推進・学生

支援部学生課において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学補導会議規程 

（昭和２４年達示第１８号） 

 
（前 略） 

第５条 議事は、教育推進・学生支援部長が記録

する。 
 
 
 
 

京都大学国際戦略本部規程 

（平成２８年達示第１８号） 

 
（前 略） 

第６条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組

織する。 

(1) 本部長 

(2) 総長が指名する理事 

(3) 副本部長 

(4) 国際高等教育院長 

(5) 大学院教育支援機構長 

(6) 部局長 若干名 

(7) 企画部長 

(8) 教育推進・学生支援部長 

(9) その他本部長が必要と認めた者 若干名 
２～４ （略） 
 （中 略） 
 （雑則） 
第１５条 本部に関する事務は、企画部国際交

流課において行う。 

２・３  
 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

第６条 委員会に関する事務は、学務部学生課に

おいて処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 

 

第５条 議事は、学務部長が記録する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 

 

 
 

第６条  

 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7) 国際交流室長 

(8) 学務部長 

(9)  
２～４  
 

（雑則） 
第１５条 本部に関する事務は、国際交流室に

おいて行う。 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 

 （後 略） 
 
 
 
 

京都大学総合体育館規程 

（昭和４７年達示第１０号） 

 
（前 略） 

第４条 総合体育館に関する事務は、教育推進・

学生支援部厚生課において処理する。 

 
 
 
 

京都大学国際交流会館規程 

（昭和５７年達示第１７号） 

 
（前 略） 

第１８条 国際交流会館に関する事務は、国際・

共通教育推進部留学生支援課において処理す

る。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学補導主事規程 

（昭和３０年達示第１６号） 

 
（前 略） 

第４条 教育推進・学生支援部長、学生課長及び

厚生課長の職にある者は、補導主事を兼ねる。 

 
 
 
 

京都大学学内団体規程 

（昭和２６年達示第３号） 

 
（前 略） 

第３条 職員が、学内団体を結成したときは、事

務本部を経て総長に団体結成届を提出しなけ

ればならない。学生生徒のみをもつて又は学生

生徒が、他の者と共同して学内団体を結成しよ

うとするときは、教育推進・学生支援部厚生課

を経て総長に団体結成願を提出して、その承認

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第４条 総合体育館に関する事務は、学務部厚生

課において処理する。 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 

 

第１８条 国際交流会館に関する事務は、学務部

留学生支援課において処理する。 

 
 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第４条 学務部長、学生課長及び厚生課長の職に

ある者は、補導主事を兼ねる。 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 

 

 

 

 

第３条 職員が、学内団体を結成したときは、事

務本部を経て総長に団体結成届を提出しなけ

ればならない。学生生徒のみをもつて又は学生

生徒が、他の者と共同して学内団体を結成しよ

うとするときは、学務部厚生課を経て総長に団

体結成願を提出して、その承認をうけなければ



 
 

改    正    前 改    正    後 

をうけなければならない。団体の届出事項を変

更したとき又は承認事項を変更しようとする

ときも、また同じ。 
前項の届出又は願出の様式は、別に定める。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学学生寄宿舎女子寮規程 

（平成３０年達示第７９号） 

 
（前 略） 

第２０条 宿舎に関する事務は、教育推進・学生

支援部厚生課において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学総長特別栄誉賞に関する規程 

（令和３達示第６４号） 

 
（前 略） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 

(1) 担当理事 

(2) 担当理事が指名する理事補 

(3) 渉外・産官学連携部長 
 

(4) 教育推進・学生支援部長 

(5) その他総長が指名する者 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学学生表彰規程 

（平成１７年達示第８３号） 

 
（前 略） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 

(1) 学生担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2) 副学長補佐 

(3) 教育推進・学生支援部長 

(4) その他総長が必要と認める者 若干名 
２ （略） 

ならない。団体の届出事項を変更したとき又は

承認事項を変更しようとするときも、また同

じ。 
前項の届出又は願出の様式は、別に定める。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

第２０条 宿舎に関する事務は、学務部厚生課に

おいて処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第４条  
 

(1)  

(2)  

(3) 担当理事が指名する成長戦略本部の職員 

１名 

(4) 学務部長 

(5) その他総長が指名する者 若干名 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第６条  
 

(1)  

(2)  

(3) 学務部長 

(4)  
２  

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 

（中 略） 
（事務） 

第１１条 表彰に関する事務は、教育推進・学生

支援部厚生課において処理する。 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学基金規程 

（平成２３年達示第３３号） 

 
（前 略） 

（基金運営委員会） 

第７条 本学に基金（特定基金を除く。以下この

条、第１０条から第１２条まで及び第１５条に

おいて同じ。）の運営に係る次の各号に掲げる

事項について、役員会の諮問に応じるため、基

金運営委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

(1)～(4) （略） 

２ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織す

る。 

(1) 担当理事 

(2) 財務担当の理事 

(3) 研究科長 若干名 

(4) 研究所長又はセンター長 若干名 
(5) 渉外・産官学連携部長及び財務部長 
 

 

(6) その他総長が必要と認める者 若干名 
３ 前項第３号、第４号及び第６号の委員は、総

長が委嘱する。 
４ 第２項第３号、第４号及び第６号の委員の任

期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担

当理事の任期の終期を超えないものとする。 
 

（後 略） 

 
（事務） 

第１１条 表彰に関する事務は、学務部厚生課に

おいて処理する。 

 
附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 

（基金運営委員会） 

第７条  
 
 
 
 
 

(1)～(4)   

２  

 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
(5) 担当理事が指名する成長戦略本部の職員 

１名 

(6) CFOオフィス長 

(7) その他総長が必要と認める者 若干名 
３ 前項第３号から第５号まで及び第７号の委

員は、総長が委嘱する。 
４ 第２項第３号から第５号まで及び第７号の

委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。た

だし、担当理事の任期の終期を超えないものと

する。  
 

附 則（令和７年達示第２８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（同 左） 


